
○　山都第一小・山都第二小学校、２校の適正配置を行い、「山都小学校」開校

喜多方市立小・中学校適正配置の検討のスケジュール（案）について  　　

２　今後の進め方について

　　③　小中学校一貫教育の制度化（新たに義務教育学校設置可となる）

　　④　コミュニティースクール（学校運営協議会）の促進

１　適正配置の経過の概要について

平成２６年度

○　庁内検討委員会で検討し「本市における今後の適正配置基本計画」を作成し、市長に報告

平成１９年４月

平成２１年４月

平成２４年４月

平成２５年度

○　高郷第一小学校・高郷第二小学校・高郷第三小学校、３校の適正配置を行い、「高郷小学校」
　開校

○　「喜多方市立小・中学校適正配置等に関する提言書」作成

○　山都第一小学校・山都第三小学校、２校の適正配置を行い、「山都第一小学校」開校

○　入田付小学校、岩月小学校２校の適正配置を行い、「第三小学校」開校

○　「提言書（平成２５年度までには次の適正配置を進めるよう求める）」により、庁内検討
　委員会を立ち上げる。

平成１９年１２月

○　「今後の適正配置基本計画」を議会、学校、保護者、地区等へ説明し、実施に向け準備に取り
　かかろうとしていたところ、国において、下記の動きありとの報道等があり、今後を注視する
　必要性があることから進行を見合わせる。

　　①　新教育委員会制度の施行

　　②　文部科学省「適正規模適正配置に関する手引き書」公表

平成２２年４月

平成２７年１月
　～平成２７年度

○　上記①～④公表、施行等される

１　これまでの「提言書」及び、これに基づき平成２５年度に作成した「本市における適正配置基
　本計画」はこれを参考とする。

２　本市で行ってきた適正規模適正配置の改善点を明らかにするとともに、上記１の①～④を踏ま
　えた新たな基本計画を作成し、これに基づいて進める。

３　課題の再整理や基礎調査研究等を行い、平成２８年度内に「適正規模適正配置に関する今後の
　検討方法の大まかなスケジュール」を示す。

　基本的な
　　　考え方

３　検討方法の大まかなスケジュール（案）作成にあたっての留意事項について

１　学校教育の受益者である児童や保護者、将来の受益者である就学前の子供の保護者の声を重視し、さらには地域
　住民の方々の十分な理解と協力が得られるよう、丁寧な説明や議論ができるようにする。
　
２　活力ある学校づくりのために、望ましい学級編制や学級規模を実現するために、将来の児童・生徒数の動向、地
　理的条件、通学区域などを基に、市域的な検討ができるようにする。

３　必ずしも学校統廃合ありきではなく、地域の実態等によって小規模校を存置させ、充実を図る場合も含めて検討
　できるようにする。



これからの主な進め方(案)
時期の
目安

教委事務局 教委事務局

庁内検討委員会

幹事会

教委定例会

○○審議会 教委事務局

（官・民・学識者）

庁内検討委員会

教育委員会会議

教委事務局 総合教育会議

教委事務局

教委事務局

教委事務局

庁内検討委員会

教育委員会会議

総合教育会議

教委事務局

諮問

答申

教委事務局

４　喜多方市立小・中学校適正規模適正配置検討方法の大まかなスケジュール(案)

従前の進め方の例

主な内容 当事者 主な内容 主な担当者

平成
２９
年度

平成
３０
年度

適正配置審議会

（官・民・学識者）

平成
３１
年度

適正配置審議会

（官・民・学識者）

教育委員会会議

総合教育会議
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準備 
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第１回 

現状説明会 

意向等把握 
保護者学校等 

原案 

作成 

原案 

検討 

原案 

審議 

第２回 

原案説明会 

意向等把握 
保護者学校等 

議会報告   

原案 

検討 

パブコメ             

原案 

審議 

決定 

議会説明 

公表 

※適正規模適正配置に

関する基礎知識の説明 

※適正規模適正配置の 

具体案の説明 


